
２　意見内容

（１）　意見数 のべ５件の意見をいただきました

意見数

（１）子どもの権利擁護の取組の推進 1

（２）通告の徹底や支援の仕組みづくり 1

（１）妊娠期から子育て家庭への切れ目のない支援 0

（２）虐待予防のための子どもの安全確認の強化 0

（１）虐待のおそれのある子どもの安全確認・安全確保の強化 0

（２）子どもを守る地域ネットワークづくり 0

（１）一時保護をした子ども等の権利擁護の推進 0

（２）一時保護をした子ども等への支援強化 1

（３）一時保護解除時等の子どもの安全確保 0

（４）社会的養護経験者の自立支援の強化 0

（１）警察、医療機関との連携体制の強化 0

（２）児童相談所職員等の専門性の向上 1

（３）子どもに向けた虐待防止啓発 0

その他全般 外国につながる子どもへの支援 1

5

件数

①反映する 最終案に意見を何らかの形で反映させたもの 5

②反映済み 意見が既に反映されているもの 0

③参考にする 意見を今後の取組の参考にするもの 0

0

⑤その他
中間案から削除した文言に対する意見及び、中間案の内容以外
に対する意見（①から④に該当しないもの）

0

合計 5

（２）項目別意見数

第５節
体制整備

④反映又は参考にすることが難しいもの

子どもを虐待から守る条例に基づく推進計画中間案に対するパブリックコメントの結果概要

（３）意見への対応状況

１　意見募集期間　　令和7年１２月１８日（木）から令和８年１月１６日（金）まで

合計

対応区分

第１節
総論

第2節
未然防止

第３節
早期発見・
早期対応

第４節
保護及び支援

項目


